
刊行物保管細則 

 
 （目的） 
第１条 この細則は、中央事務局規程第６条第１４号の規定に基づき、刊行物の保管に関し、

必要な事項を定める。 
 （刊行物の種類） 
第２条 刊行物の種類は、有償・無償、媒体種別にかかわらず、発行者に本会名の入った全て

の刊行物をいう。 
 （保管部数及び保管年数） 
第３条 全ての刊行物を２部ずつ永久に保管することとし、それぞれについての保管部数及び

保管年数を以下のとおり定める。 
２ 機関誌「医学図書館」は、当年度分を 20 部、発行後２年を経たものは５部保管するもの 
 とする。 
３ 「会員統計」、「総会会議録」、「要覧」、「会員名簿」、「JMLA 相互利用便覧」等は、当年度

分を 20 部保管するものとする。 
４ 本会主催の「研修会テキスト」等は、当年度分を５部保管するものとする。 
５ その他の有償刊行物は、刊行後３年以内のものは作成全部数を保管し、４年以上を経たも 
 のは５部を保管するものとする。ただし、中央事務局長の判断による若干の保管部数の変更

を認めるものとする。 
 （利用制限） 
第４条 保管刊行物の持ち出しは、中央事務局長の許可を経なければならない。 
 （改廃） 
第５条 この細則の改廃は、理事会の議を経て行う。 
 
   附 則 
  この細則は、２０２３年１０月２３日から施行する。 
   附 則 
  この細則の施行に伴い、刊行物保管に関する内規は廃止する。 
 

 


